
＜社会保障の機能強化のための緊急対策～5つの安心プラン～（概要）（抜粋）＞   

「将来に希望を持って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になっても安心  

して医療を受けられること」、「いくつになっても安心して働き、住み慣れた地域や家庭で安心して暮ら  
せること」。これらは誰もが求める「安心」です。   

国家や社会に対する信頼の源は「安心」にあります。今日、わが国の社会保障の現状に対して国民が抱  
く不安や不満に鑑みると、直ちにこれらの「安心」につながる国民の目線に立ったきめ細かな方策を検討  

し、この1～2年の間に着実に実行に移していくことが必要です。   

「この国に生まれてよかった」と思える国づくりを進めるため、今求められている次の5つの課題につい  
て、緊急に講ずべき対策とこれを実施していく工程について検討を行い、「社会保障の機能強化のための  
緊急対策～5つの安心プラン～」をとりまとめました。  

1高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会  

2 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

4 派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会  

5 厚生労働行政に対する信頼の回復  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

①保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等（※）集中重点期間（平成20～22年度）の目標  
1保育サービス：顕在化している待機児童数の解消を目指し、待機児童が多い地域を中心に、認定こども園、保育所、家庭的保育など多様な保育サービスにより、  

3歳未満児の利用児童数の増員のための緊急整備を行い、その結果保育サービスの提供を受ける3歳未満児の割合を26％（※10年間で20％  
→38％）に引き上げる。  

2放課後児童クラブについても、サービスの提供を受ける児童の割合を32％（※10年間で19％→60％）とすることを目指し、放課後児童クラブの緊急整備を行う。  

※これらの目標の実現のためには、一定規模の財政投入が必要（そのために必要な負担を次世代に先送りすることのないよう、必要な財源はその時点で手当）  
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＜ワークライフバランス行動指針（抜粋）＞  

数値目標  

芸文憶目標設定指標   現状  
目‡票1直  

5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25～34議 男性  903％   93～94％   93～94％  

25～44歳 女性  649％   67一一70％   69～■72％  

口   
就  
労  60～64議 男女昌†526％   56～57％   60～61％  

65～69麓 男女岩†346％   37％   38～39％  

こ的  

自   

ヨノ  フリーターの数   187万人   ヒ一っ時の3／4に減少   ヒープ時の2／3に減少  

（平成15年にと→ワの217J∋人）   r1628万人以下）   （1447乃人以下）   

愕妻 康  告いの機会を請けている割貪   415％   6（1％   全ての企業で貫持  

豊  
力＼  

な   108％   2割擬   半減  
し5ノ   

石 
め の   466％   60％   完全朋得  

闇  
が  
確   
保  235％   50％   80％   

で   

患  テレワーカー比率   20％  
104％  （2010年まで）  

眉  東部手間勤務を選択できる事業所の割合  
（東豆時間正社員制度等）   「参考）86％以下   10％   25％  

Ⅱ  
多  
様  
な                             自己啓発を行っている労働者の割合   462％（正子1員）   餅：）％〔正社員）   70％【′正玉音）   

234％（非正社員）   40％り［正社員）   50％〔光正二社員1  

萱  
汚  

生 さ  380％   45％   55％  

汚  
が  
選  保育サービス（3歳末濁し易〕  29％   38％  

概謹後児童クラブ（小芋1年～3年）  
る  190％   択 で き   

社   

q3  男女の育児休業朝愕揺   女性．723％   女性：80％   女性二80％  
男性：050％   実作，5％   男佳こ10％  

申  6歳末満の子どもをもつ男性の育児・   1日当たり   

家事関連時間   60うう   1時間45分   2時間30分  

5 数値目標（別紙1）   

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く  
者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための  
社会全体の目標として、政策によって一定の影響を及ぼす  
ことができる項目について数値目標を設定する。この数値  

目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、  
個々の個人や企業に課されるものではない。10年後の目  

標値は、取組が進んだ場合に達成される水準（①個人の希  
望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、②施策  
の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を  

想定して推計した水準等）を設定することを基本とし、また、  
その実現に向けての中間的な目標値として5年後の 数値  

目標を設定する。  
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＜新待機児童ゼロ作戦に基づくニーズ調査の分析等に関する調査研究事業  

＜調査結果＞（抜粋）＞  

2．就学児：放課後保育ニーズ  

就学児の放課後保育ニーズは、就学前保育からの利用の継続性を重視し、就学直前の学年（本調査ではH14  

年生まれを対象としている）のサービス利用意向を用いて算出している。また、サービスの対象年齢は、自治体によ  

っても異なると考えられるが、国全体の集計としては、小学校1年～3年生（7～9歳）を対象として算出している。  

＜就学児：7～9歳＞  

就学児（7～9歳）の放課後児童クラブのサービス量は、「7～9歳」の児童数に潜在家庭類型構成比を掛け、さら  

に該当する家庭類型の利用意向（率）を掛けることで算出される。家庭類型（A，B，C．E）の構成比に利用意向率を  

掛け合わせたものの合計は、53．0％となる。これは、「7～9歳」の児童数全体に対するサービス量の比率を表して  

いる。従って、必要とされるサービス量全体（家庭類型ごとのサービス量の合計）は、家庭類型ごとのサービス量を  

積み上げる他、平成29年の児童数に53．0％を掛けることでも求められる。  

潜在家庭類型   放課後児童クラブ  

構成比  
7－9歳   劉聯2   

タイプAひとり親家庭   9．0％   76．3％   

タイプB フルタイム×フルタイム   J旧．0％   73．3％   

タイプCフルタイム×パートタイム   25．4％   65．0％   

タイプE パート×パート   0．4％   59．7％   

全 体   100％貰  

※家庭類型の全体「100％」には、他の家庭類型も含まれる。  

※2「放課後児童」の利用意向：就学直前のH14年生の利用意向を用いている。  

＜参考＞就学児の利用意向を用いた場合  

潜在家庭類型   

構成比  

7～9歳  利用蔭向  弔用意向   

タイプAひとり親家庭   9．0％   58．2％  70．7％   

タイプB フルタイム×フルタイム   40．0％   58．5％  71．8％   

タイプCフルタイム×パートタイム   25．4％   43．2％  60．8％   

タイプE パート×パート   0．4％   52．2％  66．3％   

全 体   

16   



＜介護保険法＞   

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画  
（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 当該市町村が」その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象   

サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対   

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総   
数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策  

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策  

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事   
業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確   
保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図る   
ための事業に関する事項  

五 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項  

3 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する  
意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

4 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければな   
らない。  

5 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者  
等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

6 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置  
を講ずるものとする。  

7 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない0  
8 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  

19   



＜放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年3月）（保護者アンケート）＞  

児童クラブの実施場所に適切と思う場所  

、 

小学校l小出‡川鮎．i．簗  

′J、′㌣校敷地内卑用施設  

児童館等  

地区センター等  

民間施設  

その他  

無回答  

10  20  30   
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＜放課後児童クラブガイドライン＞  

趣旨t目的  

○ 子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として   
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目‡旨すためのガイドラ   
インを国において初めて策定。  

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。  

ガイドラインの概要  「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成19年10月19日厚生労働省雇用均等一児童家庭局長通知）  

旦」放課後児童指導員の役割  

・子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保護等   
に留意のうえ、次の活動を行うこと。  

①子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。  
② 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。  
③子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援   

助を行う。  
④基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その   

力を身につけさせる。  

⑤活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や   
地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。  

⑥児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされる   
ケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活   
用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。  

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。  

1．対象児童  

・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童。  

・その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4   

年生以上）  

2．規梓  
1集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。  
・1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。  

三L開所日・開所時間  

・子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。  

■ 土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて8時間以上開   
所。  

・新1年生については、保育所との連綿を考慮し4月1日より受け入れること。  

・専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場と   
しての機能が十分確保されるよう留意すること。  

・子どもが生活するスペースについては児童1人当たり1．65ポ以上が望まし   
い。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。  

・施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備一備   
品を備えること。  

0その他  
7．保護者への支援・連携  

・保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。  

8．学校との連携  

・学校、放課後子ども教室との連携を図る。  
9．関係機関・地域との連携  

10．安全対策  

11．特に配慮を必要とする児童への対応  

12．事業内容等の向上について  

・クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努め  
る。  

13．利用者への情報提供等  

14．要望・苦情への対応  

鼓職員体制  

・放課後児童指導員を配置すること。  

・放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊   
びを指導する者の資格を有する者が望ましい。  
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＜放課後児童クラブに係る補助要件＞  

副∴巳朋冒闇   

市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者  

2．対象児童  
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童   

▲ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以上）  

3．職員体制   
放課後児童指導員を配置すること。   

年間250日以上開所すること。（ただし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助対象）   
開所時間については、1日平均3時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間  

以上開所。  

5．施設・設儀  

・活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット 、畳等を  
備えること。  

・同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間  
仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。  

6．事業の内容  
（1）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保  
（2）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保  

（3）放課後児童の活動状況の把握  

（4）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（5）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  

（6）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施  
（7）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（8）その他放課後児童の健全育成上必要な活動   



＜学童保育の安全に関する調査研究（2009年3月5日独立行政法人国民生活センター＞  

調年3月5日  

独立行政法入国民生活センター  Ⅰ■量敵  

宇土保育の安全に関する鞘壬研究＜t蔓＞  

一 炊められる勧■後の安全な生活空爬、酬、保険■、叫〉加入 －   

1．■董の目的   

苧i保育サービス棚後児童他室育成事兼▲）の安全鰍こ難点をあて、ケガや事故喝¢  

舌切な対応と未輔止に資することを8的に、自始体（脚「打）と苧i保育地紋を紺如こ、利  

用者舶、ら学童良書の安全鰍、の取り組みや具体的な棚などについて無蓋を行った、  

2＿ 虹対■・■暮柵  

［l］市区町村の担当卸署対審轟膿（以下、市区■什≠査）   

（1〉 ■査対象・削赦  

酬：皇国1．811市区■r粁の学童保育の担当繰  

回省教：1．1霊件（国防串鎚．6％）  

市区■J榊】の対睾歎は以下のとおり  

学童保育は共■き掛の小学生町政掛生活の場であり、学童保育を利用する子どもの勤ま  

榊如し相方人▲となっている。叫方で、待岨ま毎年1万人を絶えており、★きながら子育  

てをLたいと■う国醐のために必憂慮がホほっている．測年2月にー榊児童ゼ【∫  

作駄j（棚を決定し、10年後の日★とLて「放書後児iクラブの提剛含を19％カ、ら冊％  

へj、rこの日義美斬）ためには一定帆泌奥jとLているハ   

国民生活センターが加町柵こ実擁した苧i保育の実態lこ閤する■査結果三からみると、定見絶  

えの蜘和まユ割を超え、子どもは熟、生活動こ絡め込まれ珊は遇密状l尉こあるb苧耐  

中のケガや事故の耕を受けた件司郎1全蝕わ自柵こ年間で1万稚くにLるが、勢㈱  

対拙   脚数  回収串  

1．飢1  1．1エl （凪6％）   

の馳iあり、また、  に未加入の地貯がある  

升  など、事故吋や事故後の対応にもⅦがみられる丘   

この上うな中で、全断）講書生活センタ「にほ、苧i保育中でのこんにやく入りゼリーに上る豊  

島死亡事l汁や榊など、苧i良青の安全性■棚、ら見逃すことができないi大な事故の  

消暮生i宵細緻も書陰られている建：国前側ネットワーク・システム PIO一城汀）。   

そこで、今回は軸こ苧掴に農点をあて、脚中のケガや事故（以下、ケガ・事故）  

ノ欄な舵とその未然防止に資ナることを日的に、全国の自愉降幡区町打）に村L、利用者  

の蜘－ら苧i保育の安全性鶴保の取り扱みやÅ体的な柵こついて■査を鶏Lた．また、苧  

錮主体・椒に対し、ケガ・㈱、未然防止簾Irて鳩、て敲を実権した   

これらを縮まえ、児納杜、杜脱字肘の各書円安と網こ上る一宇童保育の安全に  

隙ナる研究会一個宣長 松村洋子 汝詮馳を毅tし、苧扶育サービス¢嗜チ全対策の槻  

やあり方などについて鮒を批樽■妃iの多さ、踊化を鱒浦するために、■約な克  

美を経としたうえで、子どもの棚のためId紐と行政へむけて、5つのヰ粛をまとめた   

1 ケガ・事故惰＃を収■L．事故予防へむけて鮒、共有化盈関る  

2 チビもの安全を守る生活空州（搬・紺）を撤し、人数の套正北を関る  

3 三胎導員の艇暮、↓用紳、冊腫、書門靴にむけての改善等が必要である  

4桑鋼・棚等において安全面での規定を甘け、絡塾珊にむけ財政真攫を拡充する  

5 災糊付腫lを学附にも耕する   

＃告≠ま8書からなるが、以下、主に珊と1勧鵬の結払上び露芹の概要を掛－る。  

東京脚  Z‡  a） （肌㈹）   

17  14  （能．4％）  

丁鮎  別灯  （絡2％）  

1．005  5肥 （5＆g甥．）  

政令指定ホ（以下、政令市）  

その他の市  

仰  

（幻 酬：全日  

（3）脚期：期中8月～9月  

欄l■鴎講嘗：♯送■査  

（5I■i事項  

①学童保育の来航耕状況、概数   

②■拍漕甥、挽、防災、ケガ・事故の運常基準、取り組み   

③ケガ・事桝の耽（情岨、分析、機構止への取り組み）   

庄〉ケガ・事故の騰、離告   

⑨ヒヤリ・ハットの駐屯」儀告   

⑥撫育保険■臓1任保険の加槻自㈹Lている細の有無   

⑦ケガ・事故の坊止や対応の鴨点   

⑧学童保育¢拗保のた拙〉取り組み  

12（価年5月■告珊l■ぺ  
ま困晰センター・r榊と叩こ嘱する■鰐丸 伽昨年2月）  
ユ糊・保育所・学際の惰下トニぉいてt児・児暮・喋がケ机死亡などの災書についてLL  

t独）円本スポーツ繰センターに上る災柵他；i用され、公立、私立む間わず伽入できるト  

1  

4 倒とした棚育は児暮篤郎鎧攫相集の2に客hる中細J押している児暮であって、その  
側日印i柵に上り動にいないも州こ、せ脚丁後に遍切な遊びおょび輔の批与えてその儀蜂  
な育成を屑る）娩艶児▲舶用勲記■タラニ乃である．児▲数が9人以下で国の補助金を受け  
ていないものも捌こ蝕  

2  
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Ⅱ E宣羞票のポイントと提暮   
略〉 その他  

蜘1、金柑おょび帝国町何の聯糾醐、疲合札その他の価．町・  

抑の▲区分の■升iとした。柳打の絶筆轟書と書■主体との対応などについては、遵  

鷺立脚闇、公立民青、氏立兵書トの3区分の分析を加えノヒ  

［2】宰相主体・酬暮以下、助   

川 脚・離方法・桝  

学鋼玉件に対して磯董を行い、耕主体●下の■別篤毅に対して陶1の  

rケガ・事故」rヒヤリ・ハットjl田恥こ闘してアンケートを実篤した。  

（D 面l■■▲  

■董桝・対織：全国一6＃鷺主体  

壬■主体㈹の内駅は以下のとおり  

地方自治体     1（芯地齢  

些＿胤．■■＿…＿．＿＿土＿座．隻担■．  

臓L．．．⊥．エ！乙馳…＿」L丘建辺  

② 桃：対象教1仰紺  

アンケート轍：泊緋（駿．6％）  

脚別嘲は以下のとおり  

生立盆■＿…．星．．  

盆迦撼＿照」  

毘墟∬＿よL．．．＿…且…望  

（カ 馴：卯年8月－10月   

（鋤 iii卓  

①利用児は、中州  

（診指輪嘲、楓中潮■状況  

③ケガ・事故の脚！k t紺、項目  

④ケガ・事故数も状況の内容と惰、舶究明・事後対書の状況  

⑤ヒヤリ・ハットの帆員件醐  

⑥保■の摘、事故・ケ棚求  

①ケガ・事故の防止や蛛の龍点  

⑬学脚のための取り組み  

1ケガ・棚を収暮し、事故予防へむけて♯肘、共有化を薗る   

学童保育において、こんにやく入りゼリーに上り死亡するという事故が桓きている。   

市区■挿陥、ら、①ケガ・事故の服♯台状祝 ②ケカ㌧事故惰棚・分析、活  

舶 ③ヒヤリ・ハット事柵醜からケガ・棚を襖肘した，   

＜市区Ⅷ＞  

（l）ケガ・事胴ぺ杵■御丁棚はlえ∝泣岬．うち入瞳がl乃停   

①l蔦毅からケガ・事故の鞭告を受けてい別自治恥8臥4％であるが、r受けていない」〔受   

付陶脚ヽ）がは軋   

受けていなl憾ポあるのは、齢市岨9％、区斯嵐醜、その他市盟．軋町村は軋   

② Ⅶ院が必≠なケガ・事恥が♯告対象の自治体は耶．門ら、   

捌こみると、公立公曹弧．3％であるが、公立民鸞釘．訂％、民立鮒鳳3‰  

（》劫Ⅳ年＃に、ケガ・事故の脚あった延べ件数はIa批件である。   

礫鷺主体別にみると、公立公t札168件であるが、公立托鷺も3皿件、民立民書淑件。   

㊨入暮亮が1T9搾れ4％〉、このうち死亡け1件帆仇％）である且   

鰍公立企tl茄件であり、公甜唆件、民立民曹11（死亡1謝＝阻  

♯ 河川で淵敵中、水難事故、入院接に死亡した。（1年生、男児）   

¢）「♯義を■僻しているJl劃用蛛濃  （囲l）   

①「椒から雛告を受けているJを運蒼立脚こみると、公立公篇汎2％であるが、公立難け   

乃．3％、民立民賞は劇．卵如ことどまり、公立と民立でけ市区¶村の受付体Hに羞がみられる。   

② r定型のケガ1事故離昏暮があるl仕温田L遵鷺主体桝にみると、公立全篇は餅．6％、公  

立民膏は4L4％、民立属膚柑1且軋   

③ rケか事故の件数勃■粁しているJは瓜椚晶ことどまり、「相打を分析し、椒・利用者に   

詭恥は温田もにとどまる。情犠打一分折・肌こ＃瞥主榊打で蓋がみられる．  

■Ⅰ ■鮒■暮の●♯■生暮の蠣（靂曽重傷■）  

○  帥  1tn  

■薫からケガ・事義の■曽艦tけnlも  

鰭のケガ・●■■●●職も  

■■したケガ・事■の書暮暮■什してい句   

中轟したケガ・事●●●の■l■暮分讐し¶lも  

愴●扮書し．■■・…●に1慎Lnlも  

ケガ・●■瞳■鴇陶▲鐘で蠣■しnヽる  

什■士分暮し．■1へ楯暮、書■l＝■■しnヽも  

¶■奮分書LJ■■■上暮t立てnヽも   

轟 醒があった1．1刀市卵のうち、苧▲餅榊はい睨であるが、同一自治体内で2■l鮎1上の耕  
州青t真■している●合があり、毒宗主蒜茅肘の延べの自醐はl．誠となる．拐帯の憎に  
ょり rl加、」とr川、え」の脚Ⅶ姓して1、る棚となり、全件の合計が1冊％捕えも．  
● 粥脚i子ども鍼びや生活面での梱ってヽ、も現在のところ公的に青嶋が凛  
も駅ではないポ、紳士、鞭節など細枠としてl喝ところがある．鮎■も乗t■で桝、輌こよ  
サ、】■こ罰欄以上の毎日州と、剛古の州・アルバイト耕■がいる。  

a  
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2・子どもの安全を守る生活史間（▲験・毅■）を竃良し、人触の義正化を盗る  

（女Ⅰ）  仰 ヒヤIjリ＼ツト事例を勧書Iよt■、書尉コ董公・昆で穐量   
加卯年舶では、大嶺擾Iヒで梅専員が→人ひとりの子どもを把欝するのが帽蓼になっている、  

子ども同上がお互し叫）名前を知らない状況となっていることが安全面側との意見があっ7L   

市区町村礪濃から、ケガ・事故事囲も服件について、発生した疇巾、鰍、状軋場所を、  

珊、ら、ケガ・事故防止㈱とLて考■すべきこと、甜の状況などを紡Lた。   

く市区Ⅷ＞  

川1年生男児のケガ・事桝く、ほ■｝け鴫のケガ・事欄脚柑■  

（D働1く鞘ほ男児が多く占L2％（うち、l中生澹．7％．2年生乳7％〉、女児は怨」T％である．   

②ケガ■事故が覇座した噌闇は「16鴫Jが乳3％でt多、以下、r15時」が娘6％．「1丁吋J   

が1ユ．6％であり、各学年が椒に揃う疇間鴨の15吋～1丁疇のケガ・事故が弧5％を占める一  

任）胡人以上の鉱瞥で、ケガ・事故lよ■験8暮・入続巳■がよ鼎ヒ棚   

廿鵬は、「通院」がT7．4％（うち3日以内が弧弼、31れ以L4．6％）、「入院jが乙0％   

（うち、3日以内阻8％、7日以上益．6％）、「椒で泊オ」が4．5％、不明は17．弼である．  

（診購状il「甘折・艦日」が6乱3％と土多であり、「打換・捻挫」け27．5％である∩   

舶ま「打練・組岨5％が多く、一書折・艦日」は18．6％である。  

（診治療の程度は亜人以下の紺では、輔まl通院ユ日以内jが弧9％と軽症の比率が   

高い（不明除く）。しかし、死亡事故（1件）が桓きている凸  （Ⅰ珂Ⅲ）  

r通院7日以L」は41人一和人の髄は劫．5％、71人以上の施貯はH．9％であり、仙人   

以下（は○％）に比べて、覿入院日数と緑に打数が長い比率がホくなっている。  

（D帥、ら日勤陽に♯告されたヒヤリり、グト事桝件数別1件（卸町年度）h  

②ヒヤリ・ハγト事例を「自拍体｛■告しているJのは弧1％であるが、その内駅は公立公背   

か．0％、公立珊1丁．3％、氏立氏井丘i％であり．公・民で格差がみられるけ  

兼lヒヤリ・ハット事例の穣・叶昏  

全体   公立公書  公立民粛  民立民青   

ヒヤリ・′→ツト事例を牌  訪．1％   ai．7％   乱3％   17．6％   

白油体へ■摂している   諷1％   乱○％   17．3％   且1％   

白     銅   2暮1（件）   162   76   3   

く馴■暮＞   

①・「ケか事故（釣棚を馳ほ8乙卵ら（公測91．3％、公立民t乃＿7％、民立民T＆ヰ％】。  

②唱酬告」は67．丁％にとどまる（公立公書賂丁％、公立民書軋明も、民血民書記．9％）。  

脚ンH   

苧鮒行蹟l挿区職工大きく  十分なところら少なくなし㌧   

棚の8利払上がケガ・事故を恍Lている．市区町割一朝告I瑚が96．丁％にのばるが、民  

鷺【ま伽醐後にとどまり、市区■一打の陀書の惰禦の収■零が艦く、実線を悌できていない。   

小鶴義範毅が多い甜などではケガ一事紺をLていても、州を蝕す  

ることl刃■Lく、酬こは市区町村の鴨与が必≠である辱   

ケガ・事厳の爛礪像■絆している制珊ま半脚にとどまり、実■を雌Lていないことが  

明らかとなっている．また、儀告を受けても鮒分析した榊を馴・利用者に提供し、典有化  

を閉る取り組みをしている街区町村はか％台にとどまる．憫を分析L、指導員棚こ利用した  

り、棚止簾を立てるまでに至っていない市区■汗lが多lヽ   

榊暮、分析、事故下僻へむけて鮒、脚・共有化が捧めて暮≠であるといえる．  

膿T】  

1．ケガ・事故を予防し、群集を防止するために、㈹書棚の如何を問わす、ヒヤリ・   
ハット事例を含め事故槻することがt要である。  

2．御国町村周、離告を受けたケガ・事故を■紆し．モの内容を分析Lて輔・再発鋏止策を検討   
したうえで．搬・利帖に公用し、榊の典有化盈儲る取り組みを進めることが望ま九説  

3．その上で、子どもたちの安全の鰍こむけて、科学的な分析が可能で、多くの自拍体・肋墓  

利用できる練∵された事績告フォー一丁プトの榛肘を行う。   

ケガ・事跡止のための紺・憫の具体的な要望を出ナために、敵中、事柑・分断ナ   

るシステムを作り、そのた伽醐肘がt要である．  

4．現鹿、脚暮■会の附する鰍、て、消■酬を棚・分  

析・葬隠するためのシステム捌されており、柳ヂ」タパンクの■稟、分析ネット   

ワークの形成などに一旬、て機射されている。収▲したデータを単に憮ナるだけでほなく、可能   

な限り柳紺示し、＃軌こつなげるシステムを作っていく必辛がある，  

00 先生聯lま「排■内」がt．釘8件で■さ  

①尭生醐胎「徹屋内」が岨丁％n．粥件）とt多であり．ほぼ同数の†施鮫屋外j4且3％   

（1．湖附が続く、その他は、呵■外柵」良1％伽附、r董所・帰宅J3．7％（170件）h  

②屋内でのケガ・事故は「歩く】、「立ちとがる」などの動きに上りーぷっ力積l「接触j、手ども   

同上で遊ぷ．ふざけるなどの「その他の遊び・行軌が3臥8％でょも多く．以下l、球技jが15．6％、  

rトラブル・けんか」は＆4％であり屋外上り且4ポイントホし㌔  

・認 一文員・工員・刃物りに⊥るケガ・事故が74件あるが、狭く過密な榔内で、隣りに座って   

いる了・どもの仙叫さる、ケンカで船霊官制Lたなどの鵬が盟腫と半数配線えあ  

⑥トイレのドア、立脚鼻のドアの凱†網棚や、′輌ヒなγに世閃したケか事故もある。  
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㈹抽象礼TI■ことど手り、批封割こよって暮がある   

l搬のヰ棚折っている」は洪．丁≠であるが、公立全篇け37．臥公立民営ほ  

及4％、甜はm3％にとどまっている．   

＜幸孝幸垂＞   

①「ケか事故の防止や対応の職と■じること」の胤一肌さJ級名％、「児童の週   

薇・大仙軋6％、r榊且の人数不軌瓜8％、【子どもに日が届かないト脚．4％、「飾   

他苅．軋l嘗●の不Å合」31耽、r…造・爛痩が不安定j及3％である㈱勤。   

②棚の状況Ⅵも「観lまg臥叩乙あるが、以下、r■亀スペースJ打．8％、「書用トイレj   

乃．明仁「紺J6L8％にとどまり、r■■スペース」桂且1％でぁる触回答）。   

⑳ r苧摘録のために必≠だと考えていることJで臥囁正な規紺Jが¶．8％   

あり、適正な臓としてlま1柑ー劇人以下Jが81．帆偶人以下」は8．3％憮回警は．丁％）。   

柳川   

苧紬は行摘発かつ事雌力の兼鵡な一朝学年の子どもを中心とした生活  

の場であるが、ガイドライン▼で望ましいとされる超人以下の搬Iま亜．2％にとどまっている．   

ケガ・事批男児、柵こ1年生が多く．搬内で起こる事故をみると、一書突・軌によるもの  

が多もゝケガ・事故に上る避・入院打義が、仙人以上の搬で長くなる馳如iある。また、子ど  

もの人数の多くなる16酬鞭にケガ・事…生が集中している．   

肋で札この上うな学i良軸蜘l子ども壷のケガや轍にも影  
■しており、防止や珊として考■すべきと考えている．   

大鰍での柑日柵す舶、安全を経るがす職として放■できなlヽ  

子どもの安全対策・胸も瑚で対応す榊且の対応によるところが大きいが、鋤Ⅳ年  

腑例の給与水準の駄さ、芳敲件、  が憮とLてみられ虹   

帥、ら、棚嘲扶沈、勒、中越越州固持こついて、市区町村■査から棚の  

安全面に托する研臓トの敵骨組みについて榛附した．   

く此＞  

（1）榊仙桝甜よ葬醐■が響い   

柵の檀（平日l馴あたり）は▲9人、うち職が且3人、非常勤がえ8人であるα  

の t棚1はほ2％、耕■の中仙Iさい   

1年間の中途退■肴のうち、価は＆8％であるのに封し、棚且は1丁．6％であ   

り、3年日には甜％台まで繰る。   

年内の中途過■看伽丁年よ）は姓立公附ま常桝仇α％、非聯員12％である．   

氏立見書は中細者が多く、常軌は1丁．卵L弗個員ではTl．0％である．  

間 ヒ丁リング■暮でIよ「8■わり鵬■でl好ども¢毛■和えられないJの績も  

r♯人柵が子どものストレスのはけ口になっている」、柑が騒かない」、r低触で指導員   

のなり手がいない」、r非椚臓且の据の積金弼蜘、」などがあげられた。   

＜市区Ⅷ＞ 礪隻t■などの蜘：Jlす榊1の研靡・－は醐＝櫓靂  

卿  
1一子ども碑■団で生痛すろ欄であるので、空網・広さを♯県L、安全・帆暮する。   

さらに、腑連†ヒ、防火櫛、防蜘などの換肘を行い、子ども側にふさわい、  

珊となるよう叢書し．子どもたちの堅全を守る隻脚を■象ナることポ必要である。  

2．学附こほ、年齢lこふさわしい外遊びを土かにするた朋も必要になる．   

一方、トイレでのケガも多く、古い、射＼数が不足などの司書があり柑と難が必≠である。  

3．脚子どもが繊々な樹隙ナる苧i良和執ヽてlも子ども同士カ■搾名前等を毛えて交  

流しあえることが大切であり．1クラスあたりの子ども畿の掴である。  

蜘のボインH   

学童保育Ⅵ橋欄塀の過小鐙鷹や書門贅用の欠如が、子どもたちの安全に大きな影■を与え  

ている。非瞞が多I噸で臥∃糾劃ヒする手どもと保さ者ユ【ズへの対応の負担が増え、  

中途過書瀞の多さは子どもへの対応の面でも不安定さをせ大させていも   

子ども歎のi正†出も防災防犯およ  を離させる無lこも有効な虔件   

となる。柑に徹のクラスを■く場合にもその点を十分l韻▲した椰必≠となる，  

4．亜人経えると、指恥十柵にならざるを得なくなる■告が多くなる．鰍仙  

人以下の騰が望まu、としており、蛤ナる雌としての人数を劇人までとする必≠ポあも  

5．榔とLて必≠とする子どもが制帽できるだけの地肌如ま怠鳶であるが、安易  

な大嶋軋ま安全を練るがす大きな間ヒが生じる帆手ど踊Hl間の  

よび子どもの鞘■・心柳を加■≡して洗棚がぁる．  

T r鰍■■児■クラブガイドラインj細字1¢月 ■蜜矧■椚  

T  
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＜膵事＞  

（l）ケガ・事故の航止柑■rぺ舌lま、「糾さJr漉・天測化Jr糟専■の人書不足J   

①「軸Rの狭さ」占軋6％、一触の老朽化」鳳4％、「毅■の不具創乳3％偶即。   

僅）l児iの過密・大規模化」48．5‰   

③ 一指槻の人数不足」亜．5％、「体揮‖41．4％．「対応・紺12鼠ユ％、   

僅）－危鹸な避びへの対応」岨4％、「子どもに日が届かない」弧4％。   

¢）安全融のたl加コ凶■なのは、「甜で馳「生活重の広さ」「榊■研■」r手書の靴  

（p r蒼正棚で醐」7T．軋   

② r生活垂の面積の拡充仁孤欄‰   

③l指槻の研鯵・粁向上J81－8％、r相槌の増員、酬の改善j73．丁％n  

（釘 一宏生・…の干算靴飽．丁％、【安全無生のマニュアル・作成j阻8‰   

和   
夫半の白油附こおいで苧蜜保育の安全面での規定を鮫iナていないことは、催勒、防敗防災、  

ケガー事故の安全面にオナるl■Lの牡さ、酬の欠如を細っている。   

ホ匡■r打の緋との連絡体榊L祐爛嘱の研鯵や手鼻の計上などの安全面で叫闊与に公立公常、公  

立民丸民立民篇の運欝機により格差があるが、学監保書に遭う全ての子どもが生命■身捧等の  

安生を晒された保柵を与えられるぺきであることは当然である。   

学童保育の生括空間によ外、て、t小限の安全すら餉、されている状況はすみやかに改善L、公的  

サービスとして学童保育行政を樹ヒする必要があるn  

学童保青Iもその貯立経♯や沿革の瓢、、ホ区■拝Iに上り手書基槻定や書用などが異なる。   

ポ同町付■壬から、（1）安全面に腑L、雛生書礫、防犯、防災、ケガ・事故瑚日について、  

綿・柵で何ら力の定めがあるか、また、鶏Lている博、控）中途㈹とその軸、  

l㈹と竃貯■査から、（カ ケガ・事故の防止や冊として和すべきこと、  

（心安全搬のために必≠とキえていること、について撤した。   

く珊＞  
（1）－1安全粥l欄する細・紳■が兼■■のままの竃瞥   

①学踊に一≠、て、徽生問、帆、防災については「規定がない」がlづ7tも70％  

臓を占め、r内乱があるが各州にとど生るn   

②ケガ・事故に一％、て、r規定がない】が測．0％、r楓があるは訪．2％、「劃札【ま乱4‰   

③rt大定員を決めているl弘6％（うち、仙人以下添．4％、71人以ヒ粗略）、rいいえjお．1‰  

い）一2 ケガ・事故や＃生t桝など醐ニー暮主陶か公・毘で穐暮  

（刀 中▲排する兜暮が38．9ほ人にのぽる  

（○中途退所者救の回答があった自ぬ体（鮮制）でけ調1用児iの117％が中途退所Lている。   

②而珊の主な蜘由（脚）Iも r保榊1花．0％、「椙軌乳5％．「苧   

iになじめない＝払7％．一利用者蘭のトラブルJ6．椚Ll保育料仝の滞納」3．＄％．   

仰 ケガ・棚で毒iすべきI丸l芸芸わ芸さJIl謄・大＃♯化Jr穐書1棚・鞘」  

（D 職劇の狭さい級1％、r排の柳b放さ％、r珊の不Å合j17．与％（囲即。   

② ㌻児iの週密・大嶋蝶1b軋6％，   

Q〉l棚の対応・楕」諷3％、一人歎不足」乳8％、r桐軋2良4％，  

【攫■】  

1．㈹の如何を問わす、安全面で十分な蝕と事故蒋防止のた珊作りをすべきである。   

条例・卿おいて安全面の規定をl如ナること確り組みの第叫歩である。  

2．その上で具体闇・事酬と自脚任で伯東ナベきである。   

民立民廿の場合であっても、学童保育Iま公購い榔であるので、国と自船体が安全基準・   

事脚叫何針こ綱与するぺきである。  

3．糊酬いる叫方で、年度途中で退所する児皇払g15人）はそれをL回っているh保   

育努上り触、保育岬印lへの延長対応など、鼠算支揚場点カ1らも内容拡充の検肘が必妻であるn  

4．耕土拝や市区■r粁に上る瞞こある櫓羞を是正し、サービスの賃の拡充のために、   

回と自始拝ほ学脚として．立．地・榊・併守管理などの体＃を作ることが必塁   

である。その帽」必要とする子どもが利用できるだけの酬租が急務であり、乍珊勘こ   

掬しても安全－＃生面に加えて、多様なチビもの生括ニーズに繍する桝妻の貯置やバリアフ   

リー化なども椎置されなければならなし㌔  

5．すべての庫層■肘棚行政む十分に欄藤ほせるには．脚や脚とLてト財政、   

人札情岨■開示への取り組みへの農技が不可欠である。そのた蹴こは刊Iの■鱒・行政の   

僧与の打」露Lが躇であり、一定規射｝公■Mとなる。  

1（）  
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ax汀年糊王では…拍－ら事故尭州の岡倉や、掴を臨検の繍  

馳に限定する旨の桝をとったりす柵iみられた。   

市区n割■旛から保験の加入沃組保㈹こついて、触、ら保喚の請求快  

軋繍求しなかった理由について換射した．   

くゎ直積＞  

（t）研が手ども¢竺浩の加入 檀■していないケースも  

（D r子ども杜全員が竺慧に加入してい引が91．1％。   

②示醐がー加入む出離していない」ケースが丘弼、「加入していないーが1T％ある。   

③「i輌棚している竺慧空知王ある】は温雅、  

掛け劇まrLt伽円兼■1が瓜4％、l乞∝肌円以上一比8％である．   

㊨死亡岬の悔鹸金柑l御方円以下l瓜略、吃00∽即賎し出払弼と白牌こより大きな急   

⑳傑■の棚はー輌中J敗鴨、r靭中18al％、r鮒への往復途上t  

乃．3％であり、苧醐への往杜を保障できていないなどの鴨がみられる。   

く此＞   

①†ケガが発生したが、榊叡静水しなかったケースポあるーは仙4％である。   

②保験を淋しなかった件数注1瓜件（件脚があったか撒の合冊である．   

鞭モの主な軸：側■珊け・るほどではなかった、遡蜘i4担臥とにならなかった、什求の＃件に鶉た  

なかった、醐しない、■■の♯出がなかった．など」  

馳ボインH   

行脚な小学生に仕、8欝の学齢下においてケガや事故は起こるものであり、もL搬  

帖i事故発生による柑及を軌て子どもたり醐を押机することがあるとすれば、  

子どもにとって望ましいことではなl㌧  

【轟tl  

l．当面脚雷無策、脚に加入ナるょうに促醐られるぺきである。  

2．相良書にも捉竜㈱繚することが食めら九乱これにより、学童険  

書に蓋う子どもたちが学校・脚子どもたちと醐■を受けられることになり、   

同じ享戎i故や臨書所を利職しながら、学肘の■仙こなった細に㈱＝こ   

なるという不自然さ・不公職をなくナことができる．このために、学i良書が災音酬  

酬となるょうに温故正が伽られる．  

3．民暮の苧凱術が膿書生を出し合ってサーービス拙㈱＼ている  

尊、曙押者としての触と「サービス脚軌ポt書している場合があもこのよう   

な鄭の苧i経書人の災春粘射帥ーのi用により、児i・傑■昔・槻にとって、「髄の保険   

より舌用対亀、袖脚ヽ人「保附…で済むJ、「鴨島な手刷済が受け   

られる」などの利点枇  

暮抽出先：脚■・仙文抑ボーッ・書少年局  
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